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国際ロータリー第 2690 地区 

第８グループガバナー補佐  髙原  孝 

〃       随行幹事  阿部 芳孝 

 

地区会員増強・会員選考・職業分類委員会  委員 小阪田 泰彦 

 

【役員】 

会長：岡﨑正裕 副会長(会長エレクト)：小林剛一 幹事：安藤達実 

プログラム：井上貴之 会場監督：福井彰 直前会長：宮野憲二 

【理事】 

副幹事：中山道雄 クラブ管理運営委員長：小林剛一 会員増強委員長：小阪田泰彦 

広報委員長：則本孝 奉仕プロジェクト委員長：金谷典子 

ロータリー財団委員長：烏越一男 

   

【今月のプログラム】 

●3 月 6 日 PETS 報告 ○13 日 雑誌 ○18日 I・M ○20 日 振替休会 ○24日 クリーン作戦  

○27 日 会員卓話 

＜月間テーマ＞ 3 月は 水と衛生月間 

＜会長挨拶＞  岡﨑会長

皆さんこんにちは、３～４日くらい前から少し暖かく

なり、過ごしやすくなってまいりましたが、いかがお過

ごしでしょうか。今日は食事の話をさせて頂きます、と

言いますのもＩ・Ｍの実行委員会で、限りある予算の中

での懇親会の料理についていろいろと協議しているのを

見まして、ふと子供の頃を思い出しました。私は昭和２

４年生まれですが、実家のお店が大変忙しかったことも

あり兄弟３人は、母方の祖母がいた上月によく預けられ

ていました。食事の時になり、茶碗にご飯を残すと祖母

は「ご飯を残すと目が見えなくなるよ」と、私たちによ

く言っていました。まだ幼稚園に入る前ぐらいでしたの

で、小学校の低学年くらいまではそのことを信じており

ました。また、私の両親も「食事を残すな」と、よく言

っておりました。同年代の皆さん方も同じような教えを

受けられたと思いますが、そのことのおかげか、大きく

なっても食事を残さない習慣ができてきていると思いま

す。いつしか飽食の時代になり、特にパーティのような

場所では食事がたくさん残る光景が見られ、もったいな

さでパックに詰めて帰る姿を見て、いいことだなと思っ

ておりましたが、ロータリークラブに入会し、世界の人々

の幸せを考えるようになったとき、食の在り方について

こんなことでいいのだろうかと改めて考えさせられてい

るところです。ロータリークラブによって食事は様々で

すが、当クラブの食事は結構ボリュームがあります、皆

さん方も出されたものはできるだけ残さないようにして

いただきたいなと思ったところです。終わります。 

 ＜幹事報告＞ 安藤幹事 

〇再度連絡します、２月２３日の五クラブ合同懇親会の 

件、パティオ１７時３０分集合出発です、よろしく。 

 ＜理事・役員会報告＞ 中山副幹事 



○３月プログラムの件、上記表記の通り。 

○３月２４日(土)８時集合でクリーン作戦を行います。 

○来年度の五クラブ合同懇親会は当クラブホストで、来

年の２月１９日か２６日に予定したい。 

○３月１３日例会終了後文化センターにてⅠ・Ｍのリハ

ーサルを行いますので参加をお願いします。 

 ＜委員会報告＞ 小林クラブ管理運営委員長 

皆さん方のお手元に次年度の組織表を配布しております 

のでご確認ください。 

 ＜委員会報告＞ 金谷奉仕プロジェクト委員長 

本日例会終了後委員会を行いますのでお集まりください。 

 ＜委員会報告＞ 次年度安藤クラブ管理運営委員長 

例会終了後、委員の皆様はロビーの方へご集合ください。 

 ＜I・M アワー＞ 尾髙実行委員長 

Ｉ・Ｍ開催まで１か月を切り、今最終段階になっており

ますが、その中で記念品の件でいい考えが浮かばず、困

っておりましたが、道廣さんのアドバイスで美作の名産

になりつつある「もち麦」に決定いたしました。また、

お手元に準備・当日の役割分担表を配布しておりますの

でご確認をよろしくお願いいたします。そして、宮野副

実行委員長より詳しく役割分担表の説明があった。 

 ＜スマイル報告＞ 山本親睦担当 

岡﨑さん スピーカーのエンクロージャーとパソコンの

キーボードを購入しました。 

鳥越さん 小阪田さん 阿部さん 小旅行にタイに行っ

てきました。 

＜会員卓話＞ 濱田正典会員 

皆さんこんにちは、今月は紛争予防・解決月間と言うこ

とでそのことに因んだお話をしたいと思います。まず、

口頭による約束事は言った、言わないという争いごとの

原因となりやすいため、物事を書面化することが紛争の

予防になると言われております。その書面化のさえたる

ものが「遺言書」だと思います。遺言書は、相手方の無

い一方的な単独行為であり、対して死因贈与は相手があ

り、承諾された贈与です。その遺言能力は満 1５歳以上

で意思能力が必要ですが、認知症の方でも医師２名の立

会があれば有効です。また、「共同遺言書」と言われる

夫婦での遺言書は禁止となっております。とにかく単独

で書くのが「遺言書」です。そしてその「遺言書」の種

類は普通方式と特別方式に分けられ、普通方式で代表的

なものが自筆証書遺言でありますが、決められた要件を

満たされておらず、無効になるケースが多くあります。

その自筆による遺言書は、事細かい要件を満たすことが

必要で、弁護士等に相談されることをお勧めします。そ

の自筆証書遺言以外はすべて立会人・証人等が必要と言

うことで、「遺言書」について縷々説明された。 

【出 席 率】 

（例会 平成 30年 2月 20日  出席規定免除者 8名） 

会 員 数 出席者数 欠席者数 出 席 率 前回補正率 

29 24  5     88.89% % 

○ 欠席会員  赤畠 井上 田淵       ○ 出席免除者  伊東 峯平     ○ 事前ﾒｲｸｱｯﾌﾟ  

○ ランチミュージック  ボビーティモンズのピアノでマイ・ファニー・ヴァレンタイン他を聴きます。 

【4クラブ例会変更一覧】  ※週報配布日以降を掲載しております。 

曜 クラブ名 会  場 変  更 

火 真庭ＲＣ 真庭ロータリー会館  

水 津山西ＲＣ 津山国際ホテル  

木 津山中央ＲＣ 津山国際ホテル  

金 津山ＲＣ 津山国際ホテル 
3/9 通常夜間例会。 

3/16→3/18に、I・Mの為。 

 

事務局： 〒707-0004  岡山県美作市入田 221-1     TEL：0868-72-3725 

例会場： 竹    亭  岡山県美作市湯郷 622-1     TEL：0868-72-0090 

例会日： 毎 火 曜 日  12:30 ～ 13:30  ※欠席の場合は必ず前日１６時迄に事務局までお知らせ下さい。 


